
  小ケ倉地区ふれあいセンターまつり 

１２月７日(日)、小ヶ倉地区ふれあいセンターまつりが開催されました。同センターで活動する学習グループの演舞や展示

に加え、小ヶ倉中学校吹奏楽部の客演や地域のかたの自慢の植木の展示もあり、賑やかな１日となりました。 

発行：小ヶ倉地域センター 

〒 850-0961 長崎市小ヶ倉町2丁目21-2 

☎ 095-878-5301 （R7.12.22日発行） 

  

小ヶ倉地域人口･世帯数(令和7年10月末現在)人口 7,980人(男3,703人、女4,277人)世帯数 3,822世帯 

今月号の背景のイラストは、小ヶ倉中2年の安逹七海さんに描いていただきました。２度目のご協力ありがとう！ 

 

 

 

今まで赤い燃やせるゴミ袋に入れて焼却していたプラスチック製品は、来年度からプラスチック製容器包装と一緒に黄色のゴミ袋でま

とめて回収し、資源としてリサイクルするようになりますので新たな分別にご協力をお願いします。お住まいの町で開始時期が異なるの

でご注意ください。 

桐の会 書道 

大川民謡 花笠音頭 日本吹矢ﾚｸ・吹矢ｺﾞﾙﾌ 

小ヶ倉中学校吹奏楽部 客演 花みずき パッチワーク コスモス 大正琴 

千代乃会 舞踊 むつみ会 民謡 

プラスチック製品のゴミ出し時の分別が変わります 

町名 開始時期 

磯道町 令和８年４月 

大山町 令和８年10月 

小ヶ倉町1.2.3丁目 令和８年４月 

新小が倉1.2丁目 令和８年10月 

ダイヤランド 

1.2.3.4丁目 
令和８年４月 

詳しくは 資源循環課 ☎ 095-829-1159 



 

●鬼火焚き 

 日時 １月１１日（日）11時点火 

 場所 小ヶ倉小学校校庭  

 

令和８年度（７年分）の申告について 

● 長崎税務署による確定申告相談 

受付会場 受付期間 受付時間 

長崎新聞文化ホール アストピア ２/１６（月）～３/１６（月） 土・日・祝日を除く（３/１日㊐は開設） 午前９時～午後４時 

★ 持参するもの 
 マイナンバーカード・スマホ・源泉徴収票などR７年中の収入がわかるもの・控除関係書類 
 マイナンバーの暗証番号(数字４桁・英数字６～１６桁)が必要です。 
※ 入場には整理券が必要、LINEアプリで事前に取得してください。→ 
※ 期間中長崎税務署（松が枝町）では申告相談はしていません。 
 詳しくは 長崎税務署 ☎ 095-822-4231 

● 市・県民税の申告会場と日程 

受付場所 受付期間 受付時間 受付人数（目安） 

市役所２階 多目的スペース ３/２（月）～３/１６（月） ※土・日を除く 午前９時～午後４時 １４０人/日 

小ヶ倉地区ふれあいセンター ２/２４（火） 午前１０時～午後４時 １２０人 

★ 対象 
 令和８年１月１日現在、長崎市に住所があり、R７年中に所得があったかた 
★ 持参するもの 
 申告書・マイナンバー確認書類・本人確認書類・源泉徴収票などR７年中の収入がわかるもの・控除関係書類 
 ※ ２/２(月)～３/１６(月)市民税課窓口(市役所３階)でR８年度の申告受付はしていません。 
 詳しくは 市民税課 ☎ 095-829-1427 
 詳しい日程は広報ながさき１月号をご覧ください。 
★ 混雑を避けるために 
 ・原則お住まいや通勤・通学の地区の会場で申告をお願いします。また郵送申告へのご協力をお願いします。 
 ・所得税の確定申告は税務署による確定申告相談をご利用ください。 
 ・小ヶ倉地区ふれあいセンターは当日朝８時４５分から１階ロビーで受付番号札を配付します。番号札は十分 
  用意していますので、早朝から会場にお並びになりませんようご協力をお願いします。 
 ・小ヶ倉合同庁舎は駐車台数が限られています（１２台）。徒歩やバスをご利用ください。 

種 別 現 行 

住民票の写し          ★ ３００円 

住民票記載事項証明書 ３００円 

印鑑登録証 ３００円 

印鑑登録証明書         ★ ３００円 

戸籍の附票の写し        ★ ３００円 

身元証明等の諸証明 ３００円 

市・県民税 所得・課税証明書  ★ ３００円 

市・県民税 課税証明書     ★ ３００円 

納税証明書 ３００円 

完納証明書 ３００円 

その他の市税証明 ３００円 

改定後 

４００円 

４００円 

４００円 

４００円 

４００円 

４００円 

４００円 

４００円 

４００円 

４００円 

４００円 

長崎市は令和８年４月１日から、３０年振りに証明書の発行手数料と

施設の使用料を改定します。発行手数料の主な改正は上記のとお

りです。なお★印のものはマイナンバーカードを使ってコンビニで

200円で交付することができますので、ぜひご利用ください。 

                   詳しくは 財政課 ☎ 095-829-1126 

令和８年４月１日から証明書の発行などの手数料・施設使用料が改定されます 

見直しの詳細はコチラ 

コンビニ取得可能な 

証明書はコチラ 

国税庁のLINE 

市県民税申告の詳細はコチラ 


